
（様式１）

所管課名 森林づくり推進課 整理番号 3-3

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

―

(択伐・間伐）　30日
(皆伐)　限度面積公表の日から60日

　森林法施行令第4条の2第5項

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

保安林内の申請に係る伐採の面積又は数量を縮減しての立木の伐採許可

森林法第34条第4項

　保安林内の申請に係る伐採の面積又は数量を縮減しての立木の伐採許可及び不許可

未設定（法令の規定において言い尽くされているため）

〔参考〕
森林法施行令第4条の3のとおり。
基本通達「保安林及び保安林施設地区の指定、解除等の取扱いについて」（S45.6.2付け
45林野治第921号林野庁長官通達）の記の第４のとおり。

１　 許可・不許可、受理・不受理の決定
・伐採の限度を超えて許可申請又は届出があった場合は、縮減を行って許可決定、届出
の受理を行う。
・申請が不適法であって補正することができるものであれば、申請者に直ちに補正を命じ、
補正できないものであれば理由を付した書面を添えて却下する。


